
２０１９年（令和元年）7 月 12日 

 

保護者の皆さま 

明 石市立大 蔵中学校 
校 長  平 田 高 之 

              

新チーム以降の部活動における休養日・活動時間等の基準について（お知らせ） 

 

盛夏の候、保護者の皆さまにおかれましては、日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。 

成長期にある生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよ

う、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動に関する研究の観点を踏ま

え、スポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（2018 年 3 月）、兵庫

県教育委員会から「いきいき運動部活動（４訂版）」（2018 年 9 月）が示されました。 

本市においても、これらを踏まえ、2018 年 11 月に「部活動のあり方検討委員会」が立ち上げら 

れ検討された意見を参考に、教育委員会議や校長会とも協議を重ね、明石市立中学校部活動にお

ける休養日、活動時間等について基準が定められ、別紙の通り、2019 年 3 月に通知されたところ

です。 

つきましては、本校においても、その通知を踏まえ、下記の通り対応させていただきたいと存じ 

ますので、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。なお、この基準は、運動部・文化部共通 

となっております。 

 

記 

 

１ 休養日について 

・平日は、引き続き、原則として水曜日を「ノー部活デー」とします。 

・週休日等は、原則として第 2・4日曜日を「ノー部活デー」に加え、第 1・3・5週の週休日等は、 

 土曜日または日曜日を、クラブ単位で「ノー部活デー」として設定します。 

 ・大会等で変更の必要のある場合は、別の日に「ノー部活デー」を設定し、実施する場合がありま 

すが、事前に学校長が許可し、教育委員会に届け出る必要があります。 

・ミーティングだけを行うことは可とします。 

 

２ 活動時間について 

・1日の活動時間は、平日 2時間程度、週休日等は 3 時間程度とします。 

・週当たりの活動時間は、16 時間を超えないこととします。 

・長期休業中を利用し、長期オフシーズンを確保します。（市内統一の休養日） 

○夏季休業中：8月 11 日～8月 15 日（5日間）  

（全国大会出場クラブについては、大会前となるため教育委員会と別途協議します。） 

○冬季休業中：12 月 29 日～1月 3 日（6日間）   

 

３ 朝練習について 

朝練習については、原則行わないこととします。ただし、学校行事・安全面等で放課後に活動時 

間や活動場所が確保できない場合や大会前等必要性が認められれば、30 分間程度は活動可能とし

ます。その場合は、放課後の練習時間を 1 時間 30 分間程度以内（2時間－30 分）とし、校長の許

可を受けたうで、事前に該当クラブの保護者の皆さんの同意を得ておくこととします。 

 

４ その他 

  東播大会・県大会・近畿大会・全国大会に勝ち上がった部活動は、各大会終了後から適用しま

す。吹奏楽部につきましても、東播吹奏楽部コンクール以降、上位大会が終了後から適用します。 


